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包
括
利
益
の
表
示
、種
類
株
式

２
０
２
４
年
年
次
改
善
に
よ
る

基
準
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

Ⅲ

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

公
認
会
計
士

山
田
　
正
顕

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
包
括
利
益
の
表
示
に
関
す
る
改
正
で

は
、連
結
財
務
諸
表
上
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、表
現
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

●
種
類
株
式
の
取
扱
い
に
関
す
る
改
正
で

は
、実
務
対
応
報
告
10
号
の
適
用
対
象

と
な
る
種
類
株
式
に
つ
い
て
、定
義
の
見

直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

２
０
２
５
年
３
月
11
日
に
、
企
業
会
計

基
準
委
員
会（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）か
ら「
２
０
２
４

年
年
次
改
善
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
企
業

会
計
基
準
等
の
改
正
」と
し
て
、
図
表
１

の
企
業
会
計
基
準
、
企
業
会
計
基
準
適
用

指
針
お
よ
び
実
務
対
応
報
告
が
公
表
さ
れ

た
⑴
。こ

の
う
ち
、
⑵
に
つ
い
て
は
本
特
集
Ⅰ

章
に
お
い
て
改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
の

解
説
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
た
め
、
本
章

で
は
⑴
お
よ
び
⑶
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、本
章
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、

筆
者
の
私
見
で
あ
り
、
筆
者
の
所
属
す
る

法
人
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
申
し
添
え
る
。

⑴　

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.asb-j.

jp/jp/accounting_standards/y2025/2025-
0311.htm

l

）を
参
照
の
こ
と
。

２
０
２
４
年
年
次
改
善

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る

企
業
会
計
基
準
等
の
改
正

２
０
２
４
年
年
次
改
善
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
２
０
２
４
年
４
月
１
日
を
基
準
日
と

し
て
行
っ
た
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
公
表
し
た
企

業
会
計
基
準
等
の
要
変
更
事
項
の
検
出
作

業
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
事
項
、
お
よ
び
当

該
作
業
後
の
企
業
会
計
基
準
等
の
開
発
の

過
程
で
検
出
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
変

更
後
の
記
載
お
よ
び「
企
業
会
計
基
準
及

び
修
正
国
際
基
準
の
開
発
に
係
る
適
正
手

続
に
関
す
る
規
則
」⑵
に
基
づ
い
て
必
要

と
さ
れ
る
手
続
を
検
討
の
う
え
、
必
要
に

応
じ
て
複
数
の
企
業
会
計
基
準
等
の
改
正

ま
た
は
修
正
を
ま
と
め
て
行
う
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

⑵　

公
益
財
団
法
人
財
務
会
計
基
準
機
構（
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
）の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.fasf-j.jp/jp/account/

com
m
itm
ent.htm

l

）を
参
照
の
こ
と
。

包
括
利
益
の
表
示
に
関
す

る
改
正

改
正
包
括
利
益
会
計
基
準
お
よ
び
改
正

株
主
資
本
適
用
指
針
で
は
、
そ
の
他
の
包

括
利
益
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で

に
公
表
さ
れ
た
複
数
の
会
計
基
準
等
で
使

用
さ
れ
て
い
る
用
語
の
一
部
が
、
連
結
財

務
諸
表
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
記
載
に
使

用
さ
れ
る
べ
き
表
現
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
表
現
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑴
　
改
正
包
括
利
益
会
計
基
準

こ
れ
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
会
計
基
準
等

で
使
用
さ
れ
て
い
る「
純
資
産
の
部
に
直

接
計
上
」、「
直
接
純
資
産
の
部
に
計
上
」お

よ
び「
直
接
資
本
の
部
に
計
上
」と
い
う
用

語
に
つ
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
上
は「
そ

の
他
の
包
括
利
益
で
認
識
し
た
上
で
純
資

産
の
部
の
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
に

計
上
」と
読
み
替
え
る
と
す
る
定
め
が
追

（図表１）　2024年年次改善プロジェクトにより改正された基準等

⑴　包括利益の表示に関する改正
・改正企業会計基準25号「包括利益の表示に関する会計基準」（以
下、「改正包括利益会計基準」という）
・改正企業会計基準適用指針9号「株主資本等変動計算書に関す
る会計基準の適用指針」（以下、「改正株主資本適用指針」という）

⑵　特別法人事業税の取扱いに関する改正
・改正企業会計基準27号「法人税、住民税及び事業税等に関する
会計基準」
・改正企業会計基準適用指針28号「税効果会計に係る会計基準の
適用指針」

⑶　種類株式の取扱いに関する改正
・改正実務対応報告10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実
務上の取扱い」（以下、「改正実務対応報告10号」という）


